
設楽町個別避難計画作成支援事業に関する報奨金交付要綱

(目的)

第1条 この要綱は、地域の助け合いや支え合いによる「共助」の力を高める

ため、避難行動要支援者の避難支援の基となる個別避難計画を作成を支援し、

避難行動要支援者の避難支援を迅速かつ適切に実施することを目的とする。

(定義)

第 2条 この要綱における用語の定義は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第

223 号)、設楽町地域防災計画、設楽町避難行動要支援者の支援に関する全体

計画による。

(支給の対象)

第 3条 報奨金の支給の対象となる経費、金額等は別表第 1のとおりとし、個

別避難計画の作成を支援した個人又は団体（以下「団体等」という。）に対

し、支給するものとする。ただし、三親等以内の家族は対象外とする。

(支給の申請)

第 4条 報奨金の支給を受けようとする団体等(以下「申請者」という。)は、

報奨金支給申請書兼請求書(様式第 1号)に別表第 2に掲げる書類を添え、計

画を作成した日の翌月 10 日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、提出があった個別避難計画の内容を確認し、補正すべき点等があ

った場合は、団体等にその旨を通知し、再提出を求めるものとする。

(支給の決定)

第 5条 町長は、前条の申請に係る書類の審査をし、当該申請に係る報奨金を

支給すべきものと認めた場合は、報奨金の支給を決定(以下「支給決定」と

いう。)し、報奨金支給決定兼支払通知書(様式第 2号)により、申請者に通

知し、報奨金を支給するものとする。

(支給決定の取消し)

第 6条 町長は、支給決定のあった団体等が次の各号のいずれかに該当すると

きは、当該支給決定を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。
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(2) 偽りその他不正な手段により報奨金の支給を受けたとき。

(3) 暴力団等であるとき。

2 町長は、前項の取消しの決定を行った場合は、報奨金支給決定取消通知書

(様式第 3号)により、当該団体等に通知するものとする。

(報奨金の返還)

第 7条 町長は、前条第 1項の支給決定の取消しを決定した場合は、当該決定

の日の翌日から 15 日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。

2 町長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の納期限を延長す

ることができる。

(調査及び指示)

第 8条 町長は、この要綱に定めるもののほか、報奨金の支給に係る予算の執

行の適正を期するために必要があると認めた場合は、本事業に関する調査又

は事業所に対する指示を行うことができる。

(秘密保持)

第 9条 団体等は、災害時等の支援に関すること以外の目的で個別避難計画に

記載されている情報を利用してはならない。

2 団体等は、個別避難計画に記載されている情報について他に漏らしてはな

らない。その役割を退いた後も同様とする。

附 則

この要綱は、令和４年９月２２日から施行する。

別表第 1(第 3 条関係)

対象となる経費 金額

1 計画を新規に作

成したことに対す

る報奨金

計画 1件につき、7,000 円
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(注)個別避難計画の全ての欄を記載すること。ただし、緊急連絡先及び避難

支援等実施者の欄は 1人以上記載されていればよいこととする。

別表第 2(第 4 条関係)

2 1 で作成した計

画を更新したこと

に対する報奨金

計画１件につき、1,000 円

（避難支援等実施者又は避難経路に関する内容を更新し

た場合は 2，000 円を加算する。）

添付書類

1 計画の新規作成 ・避難行動要支援者支援制度についての重要事項説明書

・新規に策定した個別避難計画

2 1 で作成した計

画の更新

・設楽町避難行動要支援者登録抹消・変更届

・更新した個別避難計画



設楽町個別避難計画作成支援事業に関する報奨金交付要綱

様式第 1号(第４条関係)

年 月 日

設楽町長様

申請兼請求者

住 所

団 体 名

代表者名

連 絡 先

報奨金支給申請書兼請求書

設楽町個別避難計画作成支援事業に関する報奨金交付要綱第５条に基づき、

以下のとおり請求します。

※別表第 2(第 4 条関係)に掲げる書類と併せて提出してください。

避難行動要支援者名 生年月日 作成支援者名 請求区分 請求額

１ 新規・更新 円

２ 新規・更新 円

３ 新規・更新 円

４ 新規・更新 円

５ 新規・更新 円

合計額 円

受
取
口
座

金 融

機関名
支店名 口座区分 普通・当座

口 座

番 号

口座名義

（フリガナ）
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様式第２号(第５条関係)

第 号

年 月 日

様

設楽町長

報奨金支給決定兼支払通知書

年 月 日付で請求のあった報奨金について、設楽町個別避難計

画作成支援事業に関する報奨金交付要綱第４条に基づき、以下のとおり支払

いを行います。

避難行動要支援者名 生年月日 作成支援者名 請求区分 請求額

１ 新規・更新 円

２ 新規・更新 円

３ 新規・更新 円

４ 新規・更新 円

５ 新規・更新 円

合計額 円
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様式第３号(第６条関係)

第 号

年 月 日

様

設楽町長

報奨金支給決定取消通知書

年 月 日付 第 号支給決定を行った報奨金について、

設楽町個別避難計画作成支援事業に関する報奨金交付要綱第６条に基づき、

以下について支給決定の取消しを行いました。

つきましては、 年 月 日までに、支払済みの報奨金について返

還を命じます。

避難行動要支援者名 生年月日 作成支援者名 請求区分 請求額

１ 新規・更新 円

２ 新規・更新 円

３ 新規・更新 円

４ 新規・更新 円

５ 新規・更新 円

合計額 円

取消

理由


